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       ５．閉会 
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○落合部会長  それでは、ただいまから第３回国民生活審議会消費者政策部会を開催いた

します。お忙しい中、お集まりいただきましてどうもありがとうございました。 

  本日の議題は「公益通報者保護制度の整備」というテーマで御審議をお願いいたします。

  まず最初に西川大臣政務官よりごあいさつをお願いいたします。 

○西川政務官  委員の皆さんには大変お忙しい中、御出席いただきまして、これから御審

議を願うわけでありますけれども、本日の議題は、「公益通報者保護制度について」でご

ざいます。内閣府といたしましては、消費者政策部会報告を受けまして作成した骨子案に

ついて、本日御審議をいただきまして、その後、意見募集、パブリックコメントに付す予

定でございます。 

  今後は、この場でいただく御意見あるいはパブリックコメントに寄せられる御意見等を

十分に踏まえまして、法案化作業を進めてまいりたいと考えておりますので、よろしくお

願い申し上げます。 

○落合部会長  それでは、まず最初に、事務局より「公益通報者保護法案（仮称）の骨子

（案）」というものについて説明をお願いいたします。 

○幸田課長  それでは、まず資料の確認をさせていただきます。 

  まず資料１でございますが、これは本日御審議をいただきます「公益通報者保護法案（仮

称）の骨子（案）」ということでございます。それから資料２でございますが、これは本

日御欠席の田村委員からコメントが提出されておりますので、配布させていただいており

ます。 

  それでは、資料１について御説明申し上げます。 

  公益通報者保護制度につきましては、本年５月の消費者政策部会の報告書におきまして、

その整備を図る必要があるというふうにされますとともに、その制度の基本的な枠組みが

その中で示されたわけでございます。資料１はこの提言を踏まえまして、政府として具体

的な検討を進めた結果、法律の骨子案としてとりまとめたものでございます。  内閣府と

いたしましては、本日、この骨子案について当部会の委員の皆様から御意見をいただくと

ともに、今後速やかに、１か月間程度の国民への意見募集いわゆるパブリックコメントも

開始いたしまして、寄せられた各方面の御意見も踏まえて、最終的な法律案の作成作業を

進めていきたいと考えております。 

  まず、資料１の表紙でございますけれども、法律の名称につきましては、「公益通報者

保護法（案）」ということで、仮称ではございますけれども、そういう形にさせていただ

いております。構成といたしましては、１の「目的」、それから２の「定義」といった総

則的な規定のほか、３にございますけれども、「公益通報者の解雇の無効等」という、い

わば公益通報者保護に関する規定、それから４にございますけれども、公益通報に対しま

して、「事業者及び行政機関が取るべき措置」に関する規定を置くというような構成とす

ることを考えているということでございます。 

  表紙をおめくりいただきまして、まず１ページでございますけれども、「目的」に関す
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る規定の部分でございます。目的に関しましては、「公益通報をしたことを理由とする公

益通報者の解雇の無効等並びに公益通報者に関し事業者及び行政機関がとるべき措置を定

めることにより、公益通報者の保護を図る」ということが１つと、それから「国民の生命、

身体、財産その他の利益の保護にかかわる法令の規定の遵守を図る」という目的を掲げる

ことにしてはどうかと考えております。以下、参考資料の１は本年５月の国民生活審議会

の提言の関連部分でございます。 

  ３ページにいっていただきまして、参考２は総合規制改革会議から昨年の 12 月に出され

た公益通報者保護制度に関する提言でございます。総合規制改革会議の中でも特に公益性

の高い事案といたしまして、「（国民の健康・安全にかかわる事案、環境破壊等）」につ

いて速やかに国民に周知し、被害等の未然・拡大防止を図るという観点から制度の整備が

提言されております。 

  それから、参考３でございますが、これは本年 10 月に開催されました日米規制改革イニ

シアティブの中でアメリカ政府から我が国政府に対し、特に証券取引に関する分野につき

まして、公益通報者の保護を行う法制を導入すべきであるというような意見・要望が寄せ

られているというものを参考に掲げてございます。 

  それから、参考４は、これまでも何度かお示ししておりますが、近年の主な不祥事の一

覧ということでございます。 

  それから、５ページにまいりまして、参考５、企業におきます自主的なこの問題に関す

る取組みの例といたしまして、日本経団連の「企業行動憲章」に関する資料を添付させて

いただいております。 

  それから、右側の６ページも日本経団連で行われておりますアンケートで、上はトップ

向けのアンケート、それから下は担当者向けのアンケートということでございます。 

  それから、１枚おめくりいただきまして、７ページでございますが、これもこれまで何

度か使っておりますけれども、諸外国における公益通報者保護法制を概観したものでござ

います。 

  それから、８ページは参考の７といたしまして、これは内閣府で実施いたしました、当

制度をつくるということについての、上は企業の方々に対するアンケート調査の結果、そ

れから下は国民生活モニターに対するアンケート調査の結果というものを参考までに掲げ

てございます。 

  それから、９ページにまいりまして、骨子案の２．の「定義」に関する部分でございま

す。 

  まず、（１）といたしまして「公益通報」に関する定義を置いてはどうかということで

ございます。考え方といたしまして、法律上に「公益通報」という言葉を初めて位置づけ

ていきたいと、こういうふうな考え方でございます。 

  その四角の枠の中でございますが、AからEまで書いてございますが、まずAは公益通

報の主体に関する部分、それからBは公益通報の目的に関する部分、それからC、Dは公
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益通報の内容に関する部分、それからEが公益通報の通報先に関する部分というふうにな

っております。 

  まず、Aの通報の主体でございますけれども、「労働者が」ということで、注といたし

まして「公務員を含む」という形にしてございます。この「労働者」の意味でございます

が、11 ページに参考２を掲げてございます。労働者の範囲につきましては労働基準法に言

う労働者、職業の種類を問わず、事業または事務所に使用される者で、賃金を支払われる

者、とこういう労働者の範囲を考えてございまして、正社員のみならずパートとかアルバ

イトも入ってくるという形で考えております。 

  それから、この部分に関しまして 13 ページをご覧いただきますと、国民生活審議会消費

者政策部会の報告書の関連部分が３の（２）のA、Bとして掲げてございます。５月の報

告書では事業者に雇用されている労働者というもの、それから元労働者ですとか派遣労働

者などの取扱いについては更に検討する必要があると。それから公務員についても民間部

門の労働者と同様に通報者が保護される必要があると、こういうような提言をいただいて

いるわけでございますが、そういう意味で、派遣労働者なども含めまして、労働者は広く

通報の主体として考えていく。公務員については、若干労働基準法と違いまして、公務員

に関する法制が異なり、特に身分保障が既にあるということを 14 ページの参考 10 として

掲げてございますが、こういった規定も踏まえながら公務員に対する保護が明確になって

いくような規定ぶりを検討していきたい。いずれにしろ公務員も対象にする方向で考えて

いってはどうかということでございます。 

  ９ページに戻りまして、（１）のBでございますが、通報の目的に関する部分、「不正

の目的でなく」という部分でございます。11 ページをご覧いただきますと、参考３という

ことで、「不正の目的」を解説しておりますけれども、「不正の利益を得る目的あるいは

他人に損害を加える目的といった公序良俗に反するような目的」については公益通報の保

護の範囲から外していったらどうかということでございます。不正の目的で行った通報に

ついては、事業者による懲戒の対象となり得るということでございます。この部分につき

ましては、報告書では 13 ページでございますけれども、４のところでございますが、「通

報が保護されるための要件としては、恐喝、加害などの不正の目的で行われてはならない

ことは当然であるほか、その目的が主として個人的利益を図ることではないことが必要」

という言い方で、誠実性というふうに審議会の提言の中では述べていたものでございます。 

  この「主として個人的利益を図る」という部分につきましては、政府の中でもさまざま

検討いたしました結果、この「不正の目的」という中で大半が読めるのではないかという

ことで、今回、「不正の目的」という形で書いていくという案を提示させていただいてい

るということでございます。 

  ９ページに戻りまして、C、Dの通報の内容ということでございますけれども、まずC

は「労務提供先」という言葉をこの法律の中で用いてございます。具体的な労務提供先の

範囲につきましては、アとして、「当該労働者を自ら使用する事業者」、それからイとし
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て、「派遣労働者である場合の派遣先の企業」と、それからウとしまして「当該労働者が

事業に従事しているその取引事業者」ということでございまして、右側の 10 ページの絵を

ご覧いただきますと、真ん中の一番上のところが「労働者が直接雇用関係のある事業者」

ということでございます。それから、右側の上の方に「派遣先の事業者」というものがご

ざいます。それから左側に「労働者が事業に従事する取引事業者」というものがございま

す。 

  こういう労務提供先の中で行われた犯罪行為等の事実について、通報できるという形に

してはどうかということでございます。この解説につきましては、11 ページに参考４～６

にございますが、まず参考４、事業者の範囲でございますが、ここは「営利企業のみなら

ず法人その他の団体及び個人事業者」という消費者契約法と同じような定義になりますけ

れども、そういう範囲を考えております。そういう意味で、行政機関はもとよりさまざま

な非営利団体も入ってくる、個人事業者も入ってくるというような範囲を考えているとい

うことでございます。 

  それから、参考５にありますように、派遣労働者の定義につきましては、いわゆる派遣

法の派遣労働者と同じ範囲を考えております。 

  それから、参考６の取引事業者というのはどういうものかということでございますが、

典型的にはそこにございますように、下請あるいは元請関係における元請事業者、こうい

ったものが含まれるような法的な表現を検討していきたいと考えております。 

  それから、９ページの④に戻りまして、こういう労務提供先で「犯罪行為等の事実が生

じ、または生じるおそれがある旨」を通報できるという形でございます。この「犯罪行為

等の事実」の範囲につきましては、後ほど別途定義がございますので、そこで御説明申し

上げます。 

  それから、Eでございますけれども、通報先といたしまして、アがいわゆる「内部通報」、

それからイが「行政機関への通報」、それからウは「外部通報」ということでございます。

まず、アの「内部通報」でございますが、「当該労務提供先、また当該労務提供先があら

かじめ定めたもの」ということを考えてございます。この「あらかじめ定めたもの」につ

きましては、資料の 12 ページの参考７にありますように、外部のホットラインですとか、

親会社、顧問弁護士あるいは労働組合といったところを事業者の方が内部通報先として定

めるというような例が現にございます。こういったものはこの法律上、内部通報として取

扱うことにしてはどうかということでございます。 

  それから、イの「行政機関」でございますけれども、これも参考資料 12 ページの参考８

のところでございますが、個別の法律に基づきまして、処分あるいは勧告・指示等の権限

を有する国または地方自治体の機関というものを考えておりまして、この中には警察など

の捜査機関も含むというふうに考えております。 

  それから、９ページの⑤のウの「外部通報」でございます。「その者に対し当該犯罪行

為等の事実を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要で
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あると認められる者（当該犯罪等の事実により被害を受け又は受けるおそれがある者を含

み、当該労務提供先の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのある者を除く）」

というような若干難しい書きぶりをいたしております。 

  まず、括弧書きで加えている部分でございますが、これはいわゆる被害者になり得る方

を通報先として含んではどうかという趣旨です。それから、競争上の地位その他正当な利

益を害する恐れがある者を除いておりますが、これは例えば競争相手の企業ですとか、暴

力団ですとか、そういった部分を通報先からは除くという形を書いているというものでご

ざいます。 

  ここの参考資料としまして、12 ページの参考９でございますが、報道機関ですとか、消

費者団体ですとか、そういったものがここに該当してくるというふうに考えております。

ただ、非常にさまざまな主体がここで考えられるということがございますので、個別に列

挙はせずに、さまざまな主体が含まれ得るような一般的な表現をとってはどうかというこ

とでございます。 

  この部分に関連する審議会の提言としましては、13 ページの一番下の部分でございます。

特に外部通報の表現ぶりにつきましては、審議会では「被害の未然防止・拡大防止のため

に相当な通報先」というような提言がなされておりまして、これを踏まえて先ほどのよう

な表現ぶりを検討したということでございます。以上が定義の（１）の「公益通報」の定

義ということでございます。 

  ９ページの（２）に、更に「公益通報者」も定義するということでございますが、ここ

は公益通報をした労働者をこの法律の中で「公益通報者」と呼ぶという形にいたしてはど

うかということでございます。 

  それから、15 ページにまいりまして、「犯罪行為等の事実」という部分でございます。

Aはいわゆる「犯罪行為」に当たる部分でございます。それからBは「犯罪行為以外の法

令違反に当たるような行為」を定義している部分でございます。 

  まず、Aでございますが、「個人の生命又は身体の保護、消費者の利益の擁護、生活環

境の保全、公正な競争の確保その他の国民の生命、身体、財産、その他の利益の保護にか

かわる法令」と、こういう法令をこの法律で対象とし、こういう法令に「規定する罪の犯

罪行為として別表に掲げるもの」ということで、まずはA「犯罪行為」を対象にしていく。

別表として、幾つか例示を掲げてございます。 

  まず、刑法を掲げております。刑法は、国民の生命、身体、財産にかかわる非常に基本

的な法令でございますので、刑法に違反するような犯罪行為を通報の対象にする。その他、

さまざまな規制法がございますが、独禁法、食品衛生法、証券取引法、ＪＡＳ法、大気汚

染防止法、廃棄物処理法などということで、その他、国民の生命、身体、財産にかかわる

法令の範囲は非常に広範にわたるわけでございますが、こういう具体的な範囲につきまし

て、今後、更に具体的検討を進めていきたいというふうに考えてございます。いずれにし

ろ、幅広く、さまざまな法令を対象にしていきたいと考えております。 
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  15 ページの参考１でございますが、どのようなものが対象となるかということで、いく

つか掲げてございます。刑法の場合、犯罪行為といたしまして、例えば業務上過失致死と

して、医療ミスですとか悪質商法、詐欺、あるいは事例がございましたが、ＢＳＥなどに

かかる補助金の不正受給、それから公務員も対象にしてまいりますので、さまざまな贈収

賄、それから横領、背任ですとか、それから不正車検、虚偽公文書作成罪といったような、

刑法のあらゆる犯罪が対象になってくるということでございます。 

  それから、その他の行政法規の犯罪といたしまして、例えば食品衛生法に有害な物質が

含まれる食品の販売、それから 16 ページにまいりまして、例えば有価証券報告書の虚偽記

載といったようなものが、ここで言う犯罪行為に当たってくるということでございます。 

  それから、15 ページのBの「その他の法令違反行為」ということでございます。表現ぶ

りとして「別表に掲げる法令の規定に基づく処分への違反行為がAの犯罪行為となる場合

における当該処分をする理由とされている事実」ということでございますけれども、若干

難しい表現ぶりをしておりますが、16 ページの参考２をご覧いただきますと、例としてＪ

ＡＳ法を掲げてございます。ＪＡＳ法の食品表示違反の場合、農水大臣が定める基準に違

反する行為があった場合、直接それが犯罪になるわけではなくて、まず行政庁の指示が行

われる。更にその指示違反がありますと、行政庁の命令がありまして、命令違反がありま

すと、刑罰がかかっていく、という構成になっております。このように最終的に刑罰での

実行性を確保しようとしているような、大もとのさまざまな基準違反、規制違反について

はすべて対象にしていってはどうかという考え方でございます。したがいまして、参考２

に、法令違反行為の例として幾つか掲げてございますけれども、例えばＪＡＳ法の食品表

示違反、それから独禁法の不公正な取引方法といったようなものが規制違反、法令違反と

して対象になっていくということでございます。 

  17 ページをご覧いただきますと、これに関連する５月の報告書の抜粋でございますけれ

ども、まず２の（１）の部分で、消費者利益に関するものを通報の対象にすべきというこ

とを書きました上で、（２）に、３行目辺りでございますが、人の健康・安全に危険が及

ぶ場合や環境に悪影響が及ぶような場合、このような国民生活にかかわる分野の法令違反

についても制度の対象としていくことが望ましい、という表現がなされております。これ

を踏まえまして、先ほど申し上げましたような、具体的な範囲を定めることにしてはどう

かと考えているということでございます。 

  それから、（３）は最初のパラグラフで規制違反あるいは刑法犯などの法令違反を対象

とすることが考えられるということでございます。報告書では、第２パラグラフ、第３パ

ラグラフで「危害のおそれ」についても含めてはどうかという意見があったと付記してお

りますけれども、ここについては規制違反あるいは刑法犯というような形で、今回制度化

してはどうかという考え方でございます。 

  それから、18 ページは内閣府が実施いたしました企業のアンケート調査、国民生活モニ

ターの調査結果でございます。 
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  それから、19 ページは骨子案の３．「公益通報者の解雇の無効等」ということで、保護

に関する措置でございます。大きく申し上げまして、（１）にまず「解雇の無効」、それ

から 20 ページにまいりまして、（２）「労働者派遣契約の解除の無効」、それから、（３）

解雇以外の「不利益取扱いの禁止」という３つを、保護に関する部分として掲げてござい

ます。 

  まず、「解雇の無効」でございますけれども、「労働者が次のいずれかに該当する公益

通報をしたことを理由とする解雇は、無効とすること」ということで、A、B、Cといた

しまして、内部通報、行政機関への通報、外部通報、のそれぞれの通報先に応じた保護要

件を定めるという考え方に立ってございます。この保護要件につきましては後ほど御説明

いたします。 

それから（３）「不利益取扱いの禁止」のAの部分につきましては、「事業者は、その

使用し、又は使用していた労働者が（１）A～Cのいずれかに該当する公益通報をしたこ

とを理由として、降格、減給、その他不利益な取扱いをしてはならないこと」というよう

な形で、退職者に関しても不利益な取扱いがあり得るという前提の下に、退職者も含めて

はどうかと考えているということでございます。それから、Bについては派遣労働者に対

する不利益な取扱いも禁止をしてはどうかということでございます。 

参考１以下で、絵を掲げてございますので、保護の仕方、内容を先に御説明申し上げま

すと、まず 20 ページの参考１は雇用元の事業者の中で犯罪行為等の事実が行われたという

非常に一般的なケースでございますが、これに関しては直接雇用関係がございますので、

解雇の無効というもの、更には不利益取扱いの禁止というような保護をかけてはどうかと

いうことでございます。 

  それから、21 ページにまいりまして、参考２は派遣労働者が派遣先の事業者で犯罪行為

等の事実を知り得た場合ということでございます。この場合には雇用関係は左上の雇用元

の事業者とあるわけでございまして、解雇の無効、不利益取扱いの禁止は雇用元の事業者

との関係で生じます。それから、派遣先の事業者との関係では雇用関係がございませんの

で、不利益取扱いが禁止とされます。更には雇用元の事業者と派遣先の事業者との間で労

働者派遣契約というものが結ばれております。これの解除も無効にしてはどうかというこ

とでございます。 

  参考３が取引事業者でございます。労働者の雇用元の事業者が下請け業者であり、それ

から左側にございます取引事業者というのは例えば元請け企業のような場合でございます

が、その事業に従事しておりましたら犯罪行為等の事実を知り得る場合があります。その

ような場合の通報を保護するということになるわけでございますけれども、直接には雇用

元の事業者との雇用関係・指揮監督関係しかございませんので、そこを保護していくとい

うことにしてはどうかということでございます。 

  この基本的な考え方につきましては、22 ページに報告書の関連部分を添付しております

けれども、３の（１）Aにございますように、民事ルールを設定していくという考え方の
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下に、Bでございますが、解雇の無効と、それから不利益取扱いの禁止ということが提言

されております。これに加えて、派遣労働者を対象に含めるということに伴って派遣、契

約の解除の無効あるいは不利益取扱いの禁止を骨子案に含めたわけでございます。 

  23 ページの参考５に具体的に考えられる不利益取扱いの例を掲げてございます。（１）

は直接使用されている労働者の場合、それから（２）は退職した場合に考えられる不利益

の取扱い、それから（３）に派遣労働者の不利益取扱いの例です。 

  以上が保護の枠組みでございまして、保護要件に関しましては、19 ページに再度戻って

いただきまして、まず内部通報の場合は「犯罪行為等の事実が生じ、又は生ずる恐れがあ

ると思料する場合」に保護要件としております。それから、Bは行政機関への通報でござ

いますが、「犯罪行為等の事実が生じ、又は生ずるおそれがあると信ずるに足りる相当の

理由がある場合」ということでございます。それから、Cは外部通報でございますが、行

政機関と同じように「信ずるに足りる相当の理由がある」ということに加えて、「かつ次

のいずれかに該当する場合」という保護要件でございまして、イ～ホの５つの要件、この

いずれかということを言っております。 

このイ～ホの部分に関しましては、22 ページにあります報告書を基本的に沿った形で作

成しております。報告書の４の（１）がまず事業者内部への通報、それから４の（２）が

事業者内部への通報ということでございますが、行政機関への通報に関しましては、案に

ございますように「誠実性」と「真実相当性」、それからイにございますようにその他の

事業者外部への通報に関しましては、23 ページにまいりまして、「誠実性」「真実相当性」

に加えて、ａ～ｄの４つの要件を加えてございます。 

  この要件と、今回お示ししております骨子案との相違ということになりますけれども、1

9 ページに戻っていただきますと、まずハの要件でございますが、「労務提供先からA又

はBの公益通報をしないことを正当な理由がなくて要求された場合」という、いわゆる口

止めをされたような場合でございますが、このような場合については、必ずしもイとかロ

の要件で読みきれない部分もあるのではないかという政府の中での議論を踏まえまして、

骨子案に要件として追加をいたしております。 

  それから、ニの要件でございますけれども、これは審議会の提言ではｃの要件でござい

ますが、審議会では「相当の期間内に適当な措置がなされない」というような提言ぶりに

なっておりました。これに関しては「相当の期間内」という抽象的な表現ではなかなか具

体的にこれに当たるかどうかという立証が難しいのではないかという判断の下に、ニのよ

うな要件の表現ぶりをさせていただいております。具体的には、書面によってAの公益通

報、すなわち事業者内部の通報をした日から２週間を経過しても当該事業者から調査を行

う旨の通知がない、または正当な理由がなくて調査を行わない、こういうようなできるだ

け明確な基準で要件化することとしてはどうかということでございます。 

  それから、24 ページの方にまいりまして、参考６といたしまして、「英国公益開示法の

概要」を添付いたしております。５月の国民生活審議会の提言は、基本的には英国公益開
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示法の保護要件をベースにしているということでございます。 

  それから、25 ページは参考法令でございますが、労働基準法の第 18 条の２項に、解雇

に関する一般規定がございます。それを掲げてございます。 

  それから、真ん中辺に派遣法の労働者派遣契約の解除の禁止の規定がございます。それ

を参考に掲げてございます。 

  それから、一番下でございますが、原子炉等規制法の中に、主務大臣に対する申告制度

というのがございますが、それを参考に掲げてございます。 

  それから、26 ページは、２週間という先ほどのニの要件に関する参考法令ということで

ございますが、例えば２週間というような期間を定めているものとして、環境影響評価方

法に関する規定、それから民事訴訟の公示送達の効力に関する規定を参考までに掲げてご

ざいます。 

  それから、27 ページ、28 ページでございますが、骨子案４．といたしまして、「事業者

及び行政機関がとるべき措置」ということでございます。ここは５月の報告書では特段提

言はなかった部分でございますが、公益通報を受ける事業者それから行政機関については

努力義務あるいは義務を課していくことにしてはどうかというものでございます。 

  まず、27 ページは（１）は「事業者による是正措置等の通知の努力義務」ということで

ございます。「書面によって公益通報者から３の（１）のAの公益通報」、これは内部通

報でございますが、内部通報された「事業者は犯罪行為等の事実の是正措置をとったとき

はその旨を、その事実がないときはその旨を、当該公益通報者に対し、遅滞なく、通知す

るよう努めなければならない」というような形にしてはどうかという、案でございます。 

  それから、28 ページでございますが、「行政機関による措置の義務」ということで、最

初のAは「公益通報者から３の（１）のBの公益通報」、これは行政機関に対する公益通

報でございますが、「行政機関は必要な調査を行い、当該公益通報に係る犯罪行為等の事

実があると認めるときは、法令に基づく措置その他適当な措置をとらなければならない」

という義務を課してはどうかということでございます。 

  それから、Bは３の（１）のBの公益通報、つまり行政機関への通報が、「誤って当該

公益通報に係る処分権を有しない行政機関に対してされたときは、当該行政機関は処分権

を有する行政機関を教示しなければならない」という義務を課してはどうか。この考え方

は、処分権を有する行政機関が国、地方と非常にさまざまな機関にわたるということで、

なかなかわかりづらいだろうという前提のもとに、こういう教示義務を課すことにしては

どうかということでございます。 

  それから、29 ページは骨子案の５．「その他」ということで、施行期日に関する規定、

あるいはその他所要の関係法令との調整規定ですとか、公務員に関する規定などを置くこ

とを検討いたしております。施行期日に関しましては、参考としまして消費者契約法ある

いはＰＬ法の例、これは法律が通ってからほぼ１年置いて施行するというような形になっ

ておりますが、こういったものも参考にしながら検討していきたいと考えております。 
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  最後に１点、法案全体を通ずる論点について補足をさせていただきたいと思います。 

資料の１ページ、２ページの５月の部会報告の総論部分をご覧いただきたいと思います。

この制度の基本的なコンセプトとして、１ページの一番下の部分にございますように、公

益のために通報を行った場合に、どのような内容の通報をどこに行えば解雇等の不利益な

取扱いから保護されるのかが必ずしも明確ではないという現状に対応するために、２ペー

ジの（４）の２番目の段落の３行目辺りでございますが、「公益通報者保護に関する制度

的なルールを明確化し、通報の結果に対する予見可能性を高めていく」ということが提言

されております。 

  しかしながら、この場合に５月の報告書のとりまとめの段階、あるいはその基となりま

した委員会での検討の場におきまして、本制度の通報対象、通報範囲が一定の範囲に限定

されていること、あるいは外部通報の要件が一般条項の形になっていないというようなこ

とから、これらのルールに該当しないような通報については保護されないというような反

対解釈がなされるのではないかというような意見がございました。 

  このような意見を踏まえて、５月の部会報告では、２ページの一番最後の（６）でござ

いますが、「本制度の対象とならない通報については、一般法理に基づいて、これまでど

おりに個々の事案ごとに通報の公益性等に応じて通報者の保護が図られるべきであり、制

度の導入によって反対解釈がなされることがあってはならない。制度の実施についてはこ

の点について十分周知を行うことが必要である」というような記述が加えられたという経

緯がございます。 

  この点につきましては、内閣府といたしましても、部会報告を踏まえて十分周知を行っ

ていくということに加えて、国会審議等を通じて立法者意思を明らかにしていくこと、更

には、法案の条文としてもこの趣旨を明らかにするような条項を規定していくということ

も検討していきたいと考えているところでございます。説明は以上でございます。 

○落合部会長  どうもありがとうございました。それでは、全体的に、有機的一体性を保

った１つの制度として提案されておりますので、御議論いただく場合も個別にいくのでは

なくて全体を一括して、自由にどの部分につきましても、御意見あるいは質問でも結構で

すので、よろしくお願いいたします。津武委員どうぞ。 

○津武委員  今の法案説明を伺って、３点ほどの疑問があります。 

  まず第１点。９ページのところですけれども、公益通報の定義で規定する通報先、これ

に関する箇所で、「通報することがその発生又はそれによる被害の拡大を防止するために

必要であると認められるもの」とあります。それで括弧内の但し書きのところで、「正当

な利益を害する恐れのあるものを除く」とありますが、その認められるものというものは

だれがそう認めるのか。やはりここは通報者の判断でなくてはならないと私は思います。 

  また、但し書きの正当な利益を害する恐れがあるもの、これもまた何を指すのか。先ほ

ど２つほど例を挙げられましたけれども、ただ、その社会的な認知度とは別に、こんなこ

とはあるかないかというのはわかりませんけれども、不正を働いた事業者側が明らかにさ
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れたことによって不利益をこうむったと主張する根拠になるのではないのか、そういうよ

うな思いを抱くんですが、いかがでしょうか。これが第１点。 

  次に第２点。まず「犯罪行為等の事実」に関するものでちょっと釈然としないものがあ

りますので、それを質問したいと思います。 

  といいますのは、国民の生命、身体、財産、その他の利益の保護にかかわる法令に規定

する罪の犯罪行為として、そして下の方に７つの罪を挙げていますけれども、この中で、

なぜ例えば脱税とか政治資金規制法とか、そういうものが入っていないのかなと、そうい

う疑問を持ちます。つまり、ここはすべての法令違反とした方がいいのではないか。説明

でもまさに幅広くさまざまな法令を対象としたいと先ほどおっしゃっていましたけれども、

であるならば、すべての法令違反とした方がすっきりするのではないのかなと、そういう

ふうに考えます。 

  次に３点目。これは解雇の無効に関するところですけれども、いわゆるこの要件では現

在ある意味では何も法がないのですから、フリーの外部通報がまず内部通報をし、そして

当該の行政機関に通報しなければ実質的には不可能な形になっているのではないですか。

つまり、何故このようなハードルを設けるのか、それがちょっとわからない。また、外部

通報ができるというこの中の、２で、１の公益通報をした日から２週間を経過しても「当

該労務提供先等から当該犯罪行為等の事実について調査を行う旨の通知がない場合」とあ

りますけれども、この場合でも要するに調査を行う通知だけして、実際には何もしない。

それでなおかつ調査継続中だという形であるならば、要するに通報者は何も外部に通報で

きない形になるのではないですか。 

  つまり、そういうような疑問を抱くので、本来これは不正義を正す通報者を守る、そう

いう法であったはず。それがいわゆる公益を守るという形の通報者のその行動を縛って通

報しにくくするのではないのか。これは、少なくとも制定しようとした当初の思いとは異

なるのではないですか。そういう意味で、私は公益通報者を保護する法律というのは、こ

れは必要だと思います。ただ、今のままの案ならば問題があり過ぎるのではないかと思い

ますが、いかがでしょうか。 

○落合部会長  それでは、事務局の方からお願いします。 

○幸田課長  まず１点目、９ページの「認められる者」というのはだれが認めるのか、と

いう点でございますが、必ずしも通報者だけがそう思うということではなくて、社会通念

上合理的だと認められる通報先という意味でございます。 

  それから、「正当な利益」というところでかなりの通報先が排除されてしまうおそれが

あるのではないかということでございますが、これは今後更に検討していきたいとは思い

ますけれども、現在、この案をつくっている考え方としては、排除したいと考えておりま

すのは、まさに企業の正当な利益を害するおそれのある競争相手の企業とか暴力団とか総

会屋とか、そういう通報先だけを排除したいというように考えているという趣旨でござい

ます。 
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  それから、２点目の質問でございますが、「犯罪等の事実」の範囲についても、すべて

の法令違反を対象にすることとしてはどうかという御指摘でございます。典型的に税法な

どの場合がなぜ抜け落ちてくるのかということでございますが、国民生活審議会の提言で

も「国民生活にかかわる分野」を対象にしようということ、それから今回お示ししている

骨子でも「国民の生命、身体、財産の保護にかかわる法令」を対象にしてはどうかとして

おるわけでございますが、まさに株主であれ労働者であれ、さまざまな国民の利益を保護

するための法令という部分は対象にしていこうという考え方です。それに対して税法の場

合はむしろ税金を徴収するための法令というような形になっておりまして、そういう意味

では法令違反が直接的に国民生活に被害を及ぼすということではないのではないかという

考え方の下に、国民の生命、身体、財産に直接かかわるような法令を対象にしていきたい

という趣旨でございます。 

  それから、３点目の外部通報の要件の問題でございます。２週間のルールの問題でござ

いますけれども、例えば調査が行われないという場合であれば、正当な理由がなく調査を

行わないという、ニにまさに掲げておりますような要件に合致してくると思います。それ

から調査継続中ということで１年、２年、何もしないということであれば、またほかの例

えばロの要件とかほかの要件にもかかってくるのではないかと考えております。今回のコ

ンセプトは、例えばホの要件の「個人の生命、身体に危害が発生し、あるいは発生するよ

うなおそれがある」というような場合のように、内部通報の前置を求めているわけではな

くて、こういう一定の要件に該当する場合には外部通報をいきなりしても保護される、と

いうことをむしろ通報者にとってできるだけ明確にしていきたいという趣旨でございます。 

  加えて、先ほど最後に御説明申し上げましたように、これ以外の一般法理の適用、現状

の裁判官の判断というものも排除するものではないということも明確化していきたいと考

えておりまして、現状よりも通報がしにくくなるということはないのではないかというふ

うに考えております。 

○落合部会長  それでは、原委員、どうぞ。 

○原委員  私も津武委員と同じような感想を持っております。これで日本の公益通報保護

の法律ができたというふうにするのは、やはり先ほど諸外国の一覧表がありましたけれど

も、大変見劣りがするというふうに考えております。 

  ３点申し上げたいというふうに思っております。１つは犯罪行為にかなり限定される形

で法律が構成されているというところなんですが、９ページのところで定義ということで

Dに犯罪行為等の事実が生じ、又は生じるおそれというふうになっていて、次のページで

すか、その次に別表が掲げられていますが、15 ページにこの犯罪行為等の事実ということ

で具体的に書かれているわけですけれども、多分一般の人が見た場合は、このBに書かれ

ていることは何を言っているのかよくわからないというふうに思います。 ここで説明を聞

く限りでは法令違反、規制違反で、それが最終的には刑罰にかかるようなものということ

で、別表が掲げられるということになるかと思うんですが、普通、一般の消費者とか、そ
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れから雇用者にとって、通報しようとしていることが該当するのかどうかというのは大変

判断が難しくて、例えば刑罰と行政罰と行政処分がある場合、行政罰に当たる部分のどこ

までが入ってくるのか。例えば、４ページにこれまでの企業の不祥事が書かれていますけ

れども、ここに４つの行政措置と書かれているものがあるのですが、これは入ってくるの

かどうかということが疑問です。 

  それから、昨日、金融審議会が開かれて、髙橋委員も御一緒していたのですけれども、

先ほどの証券取引法について日米の会議が開かれたというご紹介がありました。証券取引

のところで今考えられている不公正取引とかディスクロージャーについての規制違反につ

いては刑罰の方向を目指してはいなくて、課徴金という方向をとろうとしていて、非経済

的なサンクションではなくて経済的なサンクションの方に向かおうというふうにしていま

すので、時代の流れとして刑罰を中心とした法体系をつくっていくというのは非常に狭い

道をやはり歩み始めているということになるのではないかということを懸念しております。

それが１点目です。 

  それから、２点目は外部通報についてです。外部通報についての要件というのが 19 ペー

ジに掲げられています。先ほど津武委員からは、ニについてこの「２週間」の疑問につい

て述べられたので、そこは重複するので避けますけれども、私自身、有料老人ホームの介

護の問題と、それから虚偽表示について内部告発を受けたという、そういう立場に居合わ

せたということがありますので、そこの経験から申し上げたいと思います。この通報した

方というのが、このイ～ホの要件に当てはまるかというと、とても当てはまらないのです。 

  このイでは不利益な取扱いを受けると信ずるに足りる相当の理由と、それからロが証拠

隠滅ということですね。このことが実際に、その方が外部通報したことでこういうことに

なるのかどうかというのははっきりわからないです。そのときのことを振り返って、証明

しろと言われても証明のしようがありません。それからハみたいなことはあり得ない状況

です。それからニについても施設長が代わったことによって介護の質が非常に劣悪化した

ということなので、これは言っても多分何の返事も返ってこないか調査中というようなと

ころでしか返事が戻ってこないというふうに思います。 

  それから、ホについてなんですが、唯一これが感染症の危険性があって、入浴の順番と

かそういうのを、病気がある人とない人にかかわらず混在とさせているので、感染症の恐

れがあるということはおっしゃっていたんですけれども、それが唯一ここでかかるのかな

というふうな気がするだけです。 

  それからもう一つの虚偽表示の件なんですが、これも同様に、イとロとは証明ができな

い。それからハについても、これもやはり事業者自体がやっていたことなので、とてもこ

ういうことは考えられない。それからニについても先ほど申し上げたのと同様です。それ

からホについてなんですが、これは価格表示の虚偽でしたので、生命、身体の危害とは関

係がないので、ホの要件もかからないということになります。 

  そうすると、ここの外部通報の構成についてですけれども、２行目のところで、「かつ
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次のいずれかに該当する」というようになっているので、次のいずれかに該当しなければ

いけないんですけれども、私は実際にこの法律を運用の段階に入ったときに、該当できな

いということが起きるというふうに考えていて、恐らく事務局としては要件を明確にする

ということを考えて、こういう具体化を図られた。例えば相当期間というのを２週間とい

うふうに置き換えられたというふうに思いますが、これはやはり非常に高いハードルにな

ってしまったということをもう一度再検討をしていただきたいというふうに考えておりま

す。 

  それから、長くなって大変恐縮なんですが、もう一点だけ、３点目、行政についてです。

行政の役割についてなんですが、28 ページに行政機関による措置の義務ということが書か

れています。特にこのA、Bに書かれていることは、これは当然の義務です。当然の義務

なので、わざわざ法律に書くのかなというような気もいたしますのが、私がちょっと言い

たい点は、先ほどの公益通報にかかわった、内部告発にかかわったことから感じるところ

なんですが、実際にこの法律を動かし始めると、多分行政への通報が大変多くなるという

ふうに思います。外部通報で私どもへいただいても判断ができないので行政に持っていき

たいというふうに考えますので、行政にたくさん来ると思うんですが、その受け皿が用意

されているのかということです。 

  それから２つ目は、有料老人ホームのときに大変感じたのですが、是非行政には調査義

務を持ってもらいたいというふうに思っています。私も情報開示条例を使って、調査に入

った資料を出していただいたのですけれども、Ａ４の紙１枚で、何月何日にホームに調査

には入っているんですね、定期的な調査には入っている。だけれども、３点ぐらい何かを

指摘しているのに、そこが墨塗りなんですね。だから、何かを指摘したことはわかるんだ

けども、何を指摘したのかがわからないというような状況で開示をされているということ

です。たった１枚の紙なので、それほど多くの調査をしたのではないということまではわ

かったのですが、確証というところまではとてもいかずに、ここは調査協力義務みたいな

ことが本来の行政の義務ではないかというふうに思っております。 

  それから３点目なんですが、これも今回の法案の致命的な欠陥のように私は感じている

んですが、通報が行政にたくさん行くと思うんですけれども、行政に行って、行政で措置

がとられなかった場合、それはどうなるのかということです。その行き先がこの法案では

明記をされていないというふうに思っております。そういう意味では、大変犯罪行為に限

定をした狭いもので、これで非常にハードルを高くして、実際には公益通報を、それを生

かしたい、それからそういう通報した人を保護したいという形で法案は組み立てられよう

としたのだと思いますけれども、今出てきている法案ではやはりその趣旨を生かすものに

なっていないというふうに考えております。 

  まだ幾つか意見を持ってきているんですけれども、ほかの方の発言で出なかったらまた

補足をさせていただきたいというふうに思っております。済みません。長くなりました。 

○落合部会長  今の御意見は後で事務局で答えていただきますけれども、これは多分犯罪
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行為というものを取り上げて、犯罪行為の場合はこういうルールでいきましょう、という

ことなのであって、それ以外の場合については現在の状態といいますか、現行の状況とい

うものがそのまま妥当するということになりますから、これにいわば犯罪行為のみに限定

してほかの公益通報というものはおよそ存在しない制度にするものではないのであって、

したがって、犯罪行為として限定してルールづくりをするといった場合に、そのルール上、

どういう問題があるか、あるいは犯罪行為に限定するのが狭いのではないか。つまり公益

通報をしようという場合に、今は明確なルールがないわけですから。 

  だから、明確な予測可能性のあるルールをつくり上げる対象範囲をどのようにするかと

いう問題があって、案としては犯罪行為というのを対象に、明確なルールをつくろうとい

うことになっているわけです。それ以外の部分については、公益通報したら何も保護がな

いというわけではなくて、現行のルールによる法があるという前提の下に構成しているわ

けですから。そういう前提でこの案ができているということで。 

○原委員  度々で申し訳ないですけれども、でもやはり犯罪行為であれば通報するのは当

たり前であって、それは、わざわざ勿論こういう法律をつくるという意味がどこにあるの

かという感じにもなるのではないかというふうに思います。 

○落合部会長  私はその当たり前という前提が、一体この世の中でどれほど守られている

のかということが問題だと思うんです。犯罪行為があれば、どんどんそういうものが出て

いるのだろうか、全然出ていない。むしろ氷山の一角的なものしか出ていないという、そ

ういう現状を踏まえた上で、少なくとも犯罪行為に限定しては明確なルールで、それを通

報した人を公益のため、ということで保護していこうという、そういう考え方に基づいて

いるので、何かこれで非常に公益通報一般が限定されたというようなことではないという

ことを最初に事務局も、前回の国生審の報告書でもそういうことを言っているわけなので、

そういう前提をはっきり認識した上で御議論をいただきたいと思いますが、そういうこと

で、事務局の方、個別いろいろと御指摘がありましたけれども、それぞれについてお願い

します。 

○幸田課長  まず、例えば４ページのこういう事例について行政措置といったものが対象

になってくるのかということでございます。最初の事例は道路運送車両法違反ということ

で、ここに書いてあります事例、それから東京女子医大はまさに刑法、それから雪印食品

の場合は詐欺とＪＡＳ法、景品表示法違反と、それから、以下もすべてそうですけれども、

ここに書いてありますような規正法違反については、今回の制度の対象にするという方向

で関係省庁と調整をしているということでございます。 

  それから２点目、「２週間」と明確化したことはわかるけれども、むしろ狭くなってい

るのではないかということでございます。ここも報告書にありますような、相当期間内に

是正措置がされないというような表現ぶりをしたときに、逆にそこは１年が相当期間なの

か、３年が相当期間なのかというのが明確でなくなって通報しづらくなってしまうのでは

ないかということを懸念して、我々は今回の案を提示させていただいております。ここは
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さまざまな御意見もあろうかと思いますので、各方面の意見を聞いて法案化までに検討し

ていきたいと思っております。 

  それから３点目、通報の受け皿の問題というか、行政機関が何もやらなかったらどうな

るのかということでございます。事業者については、外部通報の要件の中に、事業者が調

査等を行わなければもう外部通報してもよい、というような要件が入っているわけでござ

いますが、行政機関については、こういう義務の規定を設け、この義務の規定に反すれば

当然政府の中では公務員の法令遵守違反という形で処分の対象になってくるというような

ことでございます。また、行政機関、各省の通報の受け皿をどう整備していくのかという

問題につきましては、この法律ができていくならば、どういう形で行政機関の受け皿をつ

くっていくのかということを、運用面で検討していく必要があるというふうに考えており

ます。 

  それから、一番最初に、普通の労働者から見て、何が通報の対象になるのかならないの

かがわからないのではないだろうかという御指摘もございました。そこは我々も全く同じ

問題意識を持っております。特に民事ルールでございますので、実効性の確保の観点から

も労働者がさまざまな相談ができるような、これは、そもそも通報して保護されるのかど

うかというようなことを含めて相談できるような機関あるいは場所が必要だろうと思いま

す。そういったものをどういうふうな形で整備していくのかということもまさに運用の問

題として、もし法律ができましたら、大きな課題になっていくんだろうというふうに考え

ております。 

○落合部会長  原委員の御指摘の中で、非常に私も重要だと思ったのは、行政機関による

措置の義務のところで、28 ページ、行政機関が何らかの措置をとったときに、その措置を

とった内容というものが必ずしもはっきりした形で出てこないという場合があると。だか

ら、ここで適当な措置をとらなければならないということは、そういう義務を課した上で、

その結果についてどういう形で開示というか、ディスクローズを関係者にしていくかとい

う部分は論点としては非常に残っているところだろうと思うんですが、その点について事

務局の方は。 

○幸田課長  今、現に制度がございます原子炉等規正法などの例を見ますと、あるいは公

正取引委員会なども一般の方からの通報を受けていらっしゃいますけれども、例えば、通

報者のプライバシーはわからないような形で、どういうような通報があって、どういう措

置を講じたかについて、定期的な公表がされております。このような行政機関の対応につ

いて、政府統一的なガイドラインをつくるかどうかという問題も含めて、運用の段階でど

うしていくのかということは検討課題になると思います。 

○原委員  これで終わりにしますから。 

○落合部会長  どうぞ。 

○原委員  先ほど落合先生の方から、この法律はまず第一歩というところで犯罪行為とい

うふうに絞って、ということをおっしゃられたんですけれども、それであったら外部通報
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の要件をあれほどハードルを高くする必要はなくて、外部と内部それから行政とももっと

低いハードルであって当然だというふうに思っております。それを付け加えたいと思いま

す。済みません。私ばかり時間をとります。 

○落合部会長  ほかに御意見は。大村委員どうぞ。 

○大村委員  企業のコンプライアンス部門を担当しまして、実際にこういう内部通報等の

担当をしているという前提での意見を申し上げます。 

  この試案の方向性に添った公益通報者保護法の制定には、基本的に賛成いたします。理

由は、経団連調査でも８割が内部通報システムを完備したと言われておっても、コンプラ

イアンスについての企業の対応に完成というものはないものでありまして、更にこういう

法律ができたということは更なるコンプライアンスの強化徹底の大変なメッセージになる

ということで、期待しております。 

  ２番目は、コンプライアンス経営の内部統制システムを整備していない企業には、当然

のことながらこの法律によって整備が促進されると申しますか、整備のためのインセンテ

ィブになる。企業のコンプライアンスは１社だけやるということは大変難しい問題があり

まして、他社さんも皆さんがコンプライアンスの共通の意識を持つことが評価されますの

で、賛成でございます。それから、コンプライアンス意識が高まったこの時期を逸するこ

となく立法化していただきたいということが、３番目の理由でございます。 

  一方、この法律ができると、実は先ほど何度もお話がありましたように、一般法による

保護、それから事実として企業のコンプライアンスシステムでこういうような内部通報シ

ステムが大多数の会社では取り入れて現実に運用しているわけですけれども、これがあえ

て制度化、法律になったといった場合に、我々が最も気にしているのは、乱用のおそれが

あることでございます。その前提として御理解いただきたいのは、企業のコンプライアン

スの内部統制活動というのは、何も内部通報だけによっているわけではないわけでして、

これはほんのわずかの部分を占めるに過ぎません。 

  企業がコンプライアンス重視の姿勢を徹底したり、コンプライアンスオフィサーとかコ

ンプライアンス委員会とか組織運営をしたり、それからいろんな企業の内容に添ったルー

ルをつくったり、それを周知徹底したり、モニタリングも、幹部の通常業務によるモニタ

リングのみならず、内部監査部門を大変強化しております。こういうモニタリングを補充

するほんの一部が、この内部通報でございます。 

  更に、違反があった場合の調査・懲罰それから再発防止活動という形で、企業は多大な

努力をしているわけでございます。こういう法律ができることで、企業に、コンプライア

ンス違反が起きないように更なる抑止効果が生じることを大変期待しています。 

  内部通報制度は、この抑止効果ということに基づいて運用しているわけでございますが、

一方、現実の内部通報というのは大多数が誹謗、中傷、根拠のない話、要するに、企業の

場合には競争が大変厳しくなっていますので、競争の結果、不利な人事の処遇を受けた人

が、その考課者に対する報復とかこういう目的で通報するという乱用が現実として大変多
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ございます。 

  特に、この法律について、例えば、モデルになった英国法は５年間検討されたとされて

いますけれども、こういう短期で、時宜を得て是非つくっていただきたいんですが、一方、

国民的経験を積んでいないこういう時点で法律の対象を取引事業者とか、それから派遣先

事業者とか、こういうことを含めている。更に、退職者も保護対象者としたということか

ら、乱用がより広がるということを懸念しております。 

  この乱用防止につきましては、法律でございますから、最終的には裁判規範とこういう

ことになるわけなんですけれども、それは当然のことなんですけれども、やはり行為規範

と申しますか、メッセージ性というものを企業も期待しているわけですけれども、乱用に

関しても、この乱用を阻止するメッセージというのを是非検討していただきたいというこ

とでございます。 

  具体的に言いますと、例えば誠実性の要件でございますけれども、前回の報告書では内

部通報で誠実性の要件というのはあったわけですけれども、今回は内部通報に不正の目的

でないということが入っているのですが、内部通報について誠実性が要らないではないか

というふうに表現上は読めてしまうんですけれども、例えば、通報されて今度はコンプラ

イアンス部門が真剣に取り扱うとしても、通報が、セクハラがあるとか、パワハラがある

とかいうことをいっても、では具体的にどういう内容なんだというと、その証明は拒否す

る。それは調べろ、というふうにコンプライアンス部門にボールだけ投げられても非常に

困る。これは誠実な通報ではないのではないかなと。誠実な通報ではないという場合に、

例えば 27 ページで事業者の協力義務が法定された場合に、真面目なコンプライアンス担当

者ほど悩む。この辺のところをちゃんと救っていただきたいというふうに思います。 

  それから、因果関係でございますけれども、企業というのは、経営権としてそもそも人

事権を持っておって、就業規則に乗っとった解雇権というのがあるわけでございます。ま

た、人事権に基づく異動とか配転とか出向とかあるわけでございまして、これを否定した

ら企業は成り立たないわけです。この異動とか配転とか出向とか就業規則に基づく解雇と

いうのは、必ず本人の不利益をもたらすわけでございますので、この公益通報を理由とす

る解雇とか不利益処分は禁止されるけれども、公益通報と因果関係のない人事権に基づく

措置は制限されないということは、メッセージとしてより明確にしていただきたいと思い

ます。 

  23 ページの不利益な取扱いの表現の中に、そのこと自体が法律違反と読めるようなとこ

ろがあるので、その辺については、公益通報と因果関係のある措置、ということを明確に

していただきたい。特に派遣の問題は非常に私は深刻に思っています。それはどういうこ

とかと申しますと、23 ページで派遣労働者と派遣先の関係者も対象者にして、不利益な取

扱いで、派遣労働者の交替を求めることと、こういう表現が入っているんですけれども、

派遣契約で、例えば派遣ＳＥの技量が低過ぎるということになれば、契約に定めたスペッ

クに合わないとして交替を求めるというのは、これは契約の権利でございまして、むしろ
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派遣制度の根幹であります。 

  実は企業だけが交替を求めるのではなくて、派遣労働者側も、派遣先企業が自分たちの

要求している高度の技能を使わせてくれないからといって契約解除を求め、辞めることも

ある。この辺が派遣の基本的な在り方で、人材の流動化につながっているわけでございま

す。ここのところについて交替を求めること自体が、それだけが当然違法のような不利益

取扱いに見えると言うのは非常に現場に混乱がおこるので、この因果関係のところの明確

化というのを是非お願いしたいと。 

  同様のことで、取引事業者が対象になってしまったんですが、米国等で、どういう乱用

事例が起こるかというと、本来は就業規則違反、会社に来ても仕事をしないで個人的財テ

クをやるとかそういう方がいらっしゃって、これは解雇に値すると。こうなった場合に、

その動きを察知したその方はまずは企業の中であら捜しをして、あちこちに立ち入って情

報を盗んで来て、内部通報しようとする。という乱用事例が非常に多ございますけれども、

この場合に、では企業の中にどうも全然問題ないなと、取引先にありそうだと、では取引

先の違法行為を外部通報すれば、これで私は切られないと。こういうふうに乱用が広がっ

てくるというのを懸念していますので、「乱用禁止の宣言規定」という明確性の点を、メ

ッセージ性を先に申しましたが是非お願いしたいと思います。 

  また、実は非常に難しい問題で、この雇用元が取引事業者の契約上負っている秘密保持

義務とか誠実義務という形で、この外部通報によって取引先事業者が契約を解除したり、

雇用元に対して損害賠償をしてくると、こういうことも大変懸念しています。通報の乱用

事例がございますから、本来出してはいけない機密情報であったりとか、顧客リストとか、

いろんなものを出したりすることによって、会社としては契約を解除されて立ち行かなく

なってつぶれてしまうと、こういう問題がありまして、ここのところも本当に誠実な通報

なのか乱用なのかというのが非常に問われるところでございますので、この辺のところの

メッセージ性も是非明確にしていただきたい。 

  退職者も同様でございます。不満を持って会社を辞めた人が企業の顧客リストとか不正

競争防止法に違反するような内部情報を持って行って、直ちに自分で商売するとか競合先

に行って仕事をするということをしておきながら、企業から訴えられるのを防止するため

に、責任追及をかわすために内部通報とか公益通報をする。これもアメリカであるパター

ンの紛争の一事例ですけれども、日本でもこの種のことが起こりつつある。これはまだ裁

判所で出ていませんけれども、我々は実感として持っています。ここのところでも、やは

りこれを防止する万能薬はないんですけれども、因果関係のない措置は別ですよ、という

ことについての明確化を是非お願いしたいと。以上でございます。長くなりました。 

○落合部会長  事務局、何かありますか、今のことで。 

○幸田課長  はい。何点かございます。例えば、誠実性の要件あるいは因果関係の問題に

ついて、きちっと不正の目的は対象外である、あるいは公益通報を理由としたというまさ

にここの部分だけが保護の対象なのであって、それ以外については当然正当な企業の人事
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権なり解雇権があるんだというようなことを明確化してくれというような点が第１点目か

と思います。 

  イギリスなどの例を見ておりましても、確かに担当の省庁あるいはパブリックコンサン

アットワークの資料を見ておりましても、誹謗とか中傷とか不正の目的の通報である場合

には、それは当然懲戒の対象になるんだということもきちっと労働者に周知する必要があ

るというようなことが言われております。同じようなことを、運用のレベルで考えていか

なければいけないというようなことは考えてございます。 

  それから、取引先に対して負っている守秘義務と取引先に関する通報をやったときの問

題ということでございますが、確かに、一方で本来企業が守るべき個人情報あるいは営業

秘密とか法律で保護されているようないろんな守秘義務もございます。ただ、今、例でお

っしゃられた取引先に対して負っていると、第三者ではなくて取引先に対して負っている

守秘義務との関係においては、仮に取引先の中で犯罪行為などが行われているとすれば、

通常それ自体は秘密に当たらないということも考えられると思います。いずれにしろケー

スバイケースで考えていく必要があるんだろうというふうに思います。 

  以上です。 

○落合部会長  石戸谷委員、どうぞ。 

○石戸谷委員  今ほどのお話を聞いていても、やはり法律ができても、これは乱用だとい

ったような主張がいろいろ出てきそうな雰囲気で、そうしますと、まして法律の要件に当

たらない場合は全然話にならないというふうな解釈・運用がなされるような雰囲気がある

わけなんです。もともと明確なルールがはっきりしないから作ろうというわけなので、明

確にしたルールがどの範囲であるべきかというのはやはりちゃんとしておいた方がいいと

思うんです。犯罪行為等だけではないから、ほかも一般法理でいけるからいいんだという

ことではなくて、この際、どの範囲ということを明確にする、幅の問題をちゃんと議論し

た方がいいと思うんです。 

  その意味で、犯罪行為等というふうなとらえ方というのは５月の最終報告にもなかった

話でありまして、５月の最終報告のときにはもともと法令違反というふうに限定すること

自体に対して反対意見が多く出て、被害が発生したり、社会問題になってから法令が整備

されるという経過があるので、法令違反ということではなくて、イギリスのように個人の

生命、健康、そして環境の破壊といったような実質要件でとらえるべきという意見が多数

出たわけですけれども、しかし、そこは線引きの明確化という意味で法令違反ということ

でなければいけないんだという話で報告がまとまったわけなんですけれども、今回の案と

いうのは法令違反から更に犯罪事実等、いろいろ法律を見てみますと法律に直罰の規定が

付いているのは非常に少ないのでして、行政処分から経由して犯罪にたどり着くかどうか

というところが非常にポイントになってくるわけなんですが、そこのところがどの程度の

幅であるのかということを具体的に検討しないと、最終報告の法令違反というところから

どの程度切り下がっているのかというのがわからないわけです。 
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  そこで、私の方で具体的に幾つか法律を見てみたんですが、例えば、宅地建物取引業法

などを見ますと、かなり幅広く指示があって、その指示に従わなければ次の処分が出て、

それにも従わなければ業務停止であるとか、それに従わなければ罰則というふうに何段階

か経て、最終的には罰則につながるというようにかなり幅広い。ところが、やはり消費者

被害が非常に多いという商品取引所法、これなどを見てみますと、予想外に狭い。直罰の

規定というのは非常に限定されているので、これはそれだけでは非常に話にならないとい

うことなので、問題は行政処分等からどのぐらい罰則につながっているのかと思って、い

ろいろ一覧表をつくって調べてみたんですけれども、財務だとか、財務の健全性・不健全

性の辺りはいろんな手当てがある。それから申請書面だとかそういうものの不提出である

とか、内容が虚偽であるとかいった部分についての処分についてはかなり手当てがある。

しかし、対顧客との関係の行為規制がいろいろあるわけなんですけれども、不当勧誘や何

かの、その部分についてはないんです。何かあるはずだということで見てみますと、適合

性原則に関しては業務改善命令の対象になっている。それに従わなければ罰則と、こうな

っているんですけれども、そのほかのものはせっかくいろんな規定があるのに、全部この

法案だと入ってこない。何故そういうふうに限定する必要があるのかという気がいたしま

す。ですから、具体的に 400 か何百かと言われておりますけれども、どの程度具体的に検

討されているのか。私は、こういうふうな限定の仕方は非常に問題だと思っています。少

なくとも最終報告の線からこういう具合に大幅に切り下げていくという理由は全然ないと。

  それから、法令の範囲につきましては冒頭に御意見が出ましたけれども、既に対象法律

が刑法全部とか入ってきて、そうしますと、そこは個人の生命、身体、財産だけではなく

て、内乱罪とかいろいろ国家的な法益のものも全部入っているわけですから、限定がもう

なくなっているわけですね、ある意味で。ですので、公職選挙法であるとか政治資金規制

法であるとか、政治領域のものを外すとかそういう配慮というのはおかしいのではないか

と思います。私も全法令というふうにすっきりとまとめるべきだと思います。それが大き

く５月の報告と違っているところの第１点。 

  それから、第２点目が外部に出す通報の要件なんですけれども、ここは５月の報告では

事業者または行政機関に通報した後、相当期間内に対象の通報となった行為について、適

当な措置がなされないというところは事業者、行政機関と両方入っていたんですけれども、

今回は行政が落ちているということでありまして、行政の方では相当期間やらなくても外

部に出てこないということになってしまうわけなんです。これも最終報告とはかなり違っ

ている。それと同時に事業者の方も、19 ページのC外部通報の２のところは一応「２週間」

と書いてあるんですけれども、これは、やりますと言っておけばそれでクリアされる要件

でありまして、やりますやりますと言っているといつまでも外部に出せない。行政には持

っていけるんですけれども、行政の方はそこから先、外部に出すという要件がないという

ことになるので、ここも最終報告から見ると大幅に違っていると思います。 

  それと、もともと仮に犯罪事実等というふうに非常に限定した悪質なものに対象情報を
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絞り込むのであれば、それはもう既に一般的に外部に出していいような性質のものである

ので、そうであるとすると、この行政機関への通報とパラレルな要件で犯罪事実が生じる

おそれがあると信ずるに足りる相当の理由と、それプラス、通報先の相当性という２要件

で十分クリアする話だというふうに思います。 

  更に、仮にイ、ロみたいな要件を入れるのであれば、イギリスのように通報する人間が

不利益取扱いを受けると思料する場合と、それから証拠隠滅があると思料する場合という

ふうに持っていかないと、後で裁判になったときに、客観的に「相当の理由」というふう

なものを証拠上で立証するというのは非常に困難であります。こういう要件によって実務

的に立証しながら裁判でやっていくというのは事実上不可能だと。証拠を確保しようと思

うと、それ自体が書類や何かの窃盗だとかの問題が生じてきて、それは通報の問題と別途

に刑事事件になるといった類いの議論が行われていますけれども、そういうことがあるの

で、証拠なくして立証もできないということになるので、いずれにしても外部通報の用件

についても最終報告から見ると大幅に切り下がっていて、対象の問題と外部通報の用件の

問題の２点、これを修正しないと、とてもこれでいいといいうふうには言えない内容だと

思います。 

○落合部会長  事務局の方どうですか。 

○幸田課長  幾つか御指摘をいただきました。まず最初の「犯罪行為等の事実」というこ

とにともなって、大幅に後退しているのではないかという御指摘なんですが、これは、「犯

罪行為等の事実」という表現をしていますので、犯罪しか対象にならないのではないかと

いうような誤解が若干あろうかと思います。 

  ただ、先ほど４ページに挙げておりますような、代表的なさまざまな最近の企業不祥事

の通報の事例、我々もいろいろ調べましたけれども、基本的には我々が考えているような

要件に該当してくるというふうに考えております。 

  逆の言い方をしますと、除かれるのは割合軽微な規制の違反、例えば財務諸表の届出、

備え付け違反とか、あえてそういう刑罰を付して担保としなくてもいいのではないかと考

えられているような、そういうような規制がもともとそれぞれの法令でそういう形になっ

ているのではないかというふうに考えられます。 

  それから２点目、全法令ということでございますけれども、ここはもともと審議会の提

言の中でも、国民生活にかかわる分野について当審議会で御議論いただいて、まずこうい

う分野から始めるべきという提言がなされたものというふうに理解しておりまして、必ず

しも全法令についてこういう制度をやるべしという提言は当審議会からも、それから規制

改革会議等からも出されていないのではないかというふうに理解しております。 

  それから外部通報の要件の問題、特に２週間の問題につきましては、むしろさまざまな

御意見があろうかと思います。ここは今回初めて提示させていただいているところでござ

いまして、この案に対する各方面のさまざまな御意見をふまえて、最終的な法案の形にし

ていきたいというふうに思っております。 
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○落合部会長  ほかの御意見は。長田委員、どうぞ。 

○長田委員  もういろいろな意見が出ておりますけれども、重なる部分に関して強調とい

うことで申し上げたいんですが、１つは今御回答があった全法令を対象にするかどうかと

いうところなんですが、いずれにしろ国民のためにつくられた法律であることはどんな法

律であれ、それは直接・間接いろいろ形はあると思いますけれども、特に先ほどから名前

が出ている税法とか、それからあと公職選挙法とかいうものが国民生活と非常に大きな影

響があるものというふうに私などは考えますので、まず法律は全法令というふうにしてい

ただきたい。それから、法律がずっと列記されるということだと思いますけれども、そう

しますと、新しい法律というのがどんどんできていっておりますね。そういうものにどう

いうふうに対処していくのか。つまり、見直しがかなりまめに行われていかないといけな

いのではないかというような印象を受けると思います。 

  それから、外部要件に関しまして、先ほど大村委員から乱用の話が随分いろいろ出てお

りまして、事業者側からはそういう御心配がおありなんだろうということは想像はできる

んですけれども、今度は通報をしようとしている方の側から思いますと、いろんなことで

余りにもたくさんのメッセージを受けてしまうと、やはりどうしても抑制されてしまうと

いうのはあると思うんです。今日審議されておりますこの法律は、ある意味、犯罪という

ところに絞った形で、当然公益通報が行われてしかるべき、というふうに私などは考えて

いる部分に関しているものであれば、やはり乱用云々というよりは公益通報を行おうと思

った者が安心して行えるというところに、まず法律の目的をきちんと持つべきではないか

というふうに、お話を伺っていて思いました。 

  それから、大村委員の御発言に何か反対のような印象になるかもしれませんけれども、2

1 ページの参考３の取引事業者のところなんですけれども、取引事業者の労働者が公益通

報の範囲の中に入ったということは評価できると思うんですけれども、この形でいきます

と、実際この労働者が公益通報をしましても、雇用元との「解雇の無効」と「不利益取扱

いの禁止」のところしかカバーされていないわけで、そういうことになると、請負契約が

切られてしまうと、そういうことも十分予測されるわけですね。ですから、法律上、今回

ここに入れない部分になるのかもしれませんけれども、やはりその部分の担保がないと取

引事業者の労働者が何というか、相手先のところで内部通報するというのは、この図を見

ただけでも非常に難しくなってくるのではないかというふうに思います。以上です。 

○落合部会長  事務局の方で何かございますか。今の、長田委員の発言について。 

○幸田課長  最後の、事業者間の契約そのものを保護すべきではないか、そこが対象にな

っていないのは何故か、ということでございます。これは５月までの審議会の中でも議論

された点でございますけれども、対象にすべきとの意見、それから一方でやはり B to B

の世界の契約の保護ということについては、契約自由の原則から慎重であるべきという意

見と両方ございました。結果として、まとまらずに前の審議会の報告には盛り込まれなか

ったという経過をたどっています。それを今回踏まえているというものでございます。 
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○落合部会長  ちょっと、それでは髙橋委員、どうぞ。 

○髙橋（伸）委員  先ほど４ページの例を挙げて、企業内部からの通報により明らかにな

った不祥事、これにはこの事務局案で大体対応できるのではないかと、そういう御説明で

あったように受け取ったんですけれども、金融分野に関しましては、本来であれば内部通

報があってしかるべきものも表面化していないケースが、大変多いと感じております。 

  今回、「目的」の中に財産の利益保護というのが入ったのはよかったのですけれども、

実際、４年前に公益開示法がスタートしたイギリスでも、金融と医療過誤が圧倒的に多い

と現地調査に行った方から伺っております。それで気になるのが、金融分野に絡んだこと

で現在の法令違反、別表で列挙していったもので対処できるかどうかです。先ほど来、原

委員や長田委員から指摘されたような問題というものが非常に気になるわけでございます。 

  金融分野というのは、被害が発生してから後追い的に法律がつくられる傾向が非常に強

いので、やはり被害の未然防止という意味からいくと、現行の業法を幾つか別表に入れた

ところで機能するか、非常に疑問に思っております。 

  それから、アメリカの場合なんですけれども、３ページのところに、2003 年 10 月 24 日

の米国政府からの要望書の仮訳が付いております。３のＡを読みますと、「従業員が企業

による証券取引法に関連する法律、規則、規制に対する違反行為その他」とあります。ア

メリカの場合というのは、やはり証券取引法も日本よりも有価証券の概念を非常に幅広く

とって厳しいですし、それ以上に自主規制違反等に関しても、当局がいろいろ罰則をやっ

ているわけでございまして、日本と大分事情が違います。日本のこの法律を持ってして、

米国の要望に手当てしたということが言えるかというと、私は大変疑問に思います。 

  日本国内の問題でみましても、法令違反に限定する、ということで効果が非常に狭まっ

てしまうとことに危惧を持っております。法令違反の中身についてですけれども、ここに

詳しくは書かれてはおりませんが、恐らく訓示規定であるとか、努力義務規定であるとか

というのは除かれるとか、過料は除くというようなことになりますと、実質的に骨抜きに

なってしまうのではないかと、そういった心配がございます。法令違反の読み方について

質問させていただいて終わりにしたいと思います。以上です。 

○落合部会長  では、事務局お願いいたします。 

○幸田課長  ２点、金融分野の問題がまず１点目でございました。この制度は、ある意味

で一般法と申しますか、ベースラインとして通報者保護について定めようというものでご

ざいます。例えば、今も現に原子炉等規正法だとか労働安全衛生法ですとか、さまざまな

分野に応じた形の通報者保護制度というものが設けられております。本制度は、それらを

排除するものではありませんので、もし金融分野について更に厳しい制度が必要というこ

とであれば、この制度の上に更に付け加えていただいても構わないのではないかというふ

うに考えております。それがまず１点目。 

  それから２点目は、今、御指摘がございました訓示規定とか努力義務みたいなものは対

象になってまいりません。我々の考え方としまして、この通報対象に当たるか当たらない
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かということについて、できるだけ構成要件と申しますか、誰が見てもはっきりするよう

な形のものをとらえた方がいいのではないかというふうに考えております。 

  仮に、構成要件が抽象的なものを対象としていきますと、通報者は、「これは通報して

も保護されるものだ」というふうに考える。一方で、事業者の方は「通報者保護の対象外

である」と考える。こういう形でのさまざまな紛争が起こっていくということをできるだ

け避けたいとも考えておりまして、そういう考え方で、今回、対象が明確な犯罪行為と規

正法違反というようなところを通報の対象としてはどうかということを考えているという

ことでございます。 

○落合部会長  髙田委員、どうぞ。 

○髙田委員  さまざまな意見が出されているわけですけれども、例えば 15 ページに「犯罪

行為等の事実」というのがございまして、この中の事例として、消費者の利益の擁護とい

うのが挙がっている。それについて考えてみても、不十分ではないかという御意見もある

わけですけれども、現実には、事業者の法令違反行為によって消費者の利益が大きく損な

われているということがございますので、私どもはまず第一歩としてこういったことであ

る一定の民事ルールを定めてスタートするということは賛成をしてもよろしいのではない

か。 

  ただ、今、髙橋委員もおっしゃいましたけれども、もう一歩、法令と言った場合に、私

ども地方自治体として独自の条例を定めて、法令で定められているものを横出ししたり、

あるいは上乗せするような形でもっての違反事実の行為を定めていて、それに対して勧告

等の措置を行って消費者利益の擁護を図っているわけですけれども、そういったものがこ

れからどうなるのかというのは、ある意味では１つの課題としておそらく地方自治体が考

えていくべきものということになっていくのかなと思います。 

  そういったことを含めて、この法を施行していく過程においてのさまざまな問題点とい

うふうなものもまた明らかになってくるところもあると思いますので、法は法としてスタ

ートさせることとして、その運用実態を見て、一定の期間が経ったならば、見直しをして

いくというふうなことを考えてもよろしいのではないかという意見を持ちます。 

  それから、地方自治体も含めまして、行政機関による措置の義務というのが内容として

入っているわけですけれども、私ども行政は、法令遵守あるいは社会規範を含めて、そう

いったものがきちんと行われていくような社会をつくっていくための使命を持っているわ

けですから、こういったことが適切に行われるように全力を尽くすというのは当然のこと

で、いろいろ考えられることはやっていくべきだろうというふうに考えております。  た

だ、それとともに、我々も法律がさまざまあって、これをしっかり行政機関として義務を

十分果たしていけるかどうかというその環境整備の方も１つ懸念がございます。法令に必

ずしも詳しくない職員もいるわけでございまして、そういった意味を含めて、我々自身が

適当な措置を取るべき権限が与えられていればそれは当然行使していくわけですけれども、

それ以外のものについても情報が寄せられた場合に、どういうふうにこの法に基づいた運
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用を図っていくべきかということについて、きめの細かい指針とかガイドラインとかそう

いったものをきちっとつくっていただきたい。 

  それから、地方公共団体が十分義務を果たしていけるような、連携できるような、例え

ば内閣府における窓口というのでしょうか、あるいは相談できるようなセンター的なもの、

それから実際、法律が次々と改正されていくと、最新の情報がやはり必要ですので、具体

的な事例も含めてそういった情報が得られるようなシステムについても合わせてお考えい

ただければというふうに思います。以上です。 

○落合部会長  鶴田委員、どうぞ。 

○鶴田委員  ありがとうございます。いろいろ問題があるかもしれませんけれども、私は、

この提案された内容について同意いたします。まず第１に、17 ページに国民の生命、身体、

財産、その他の利益の保護とかなり具体的な範囲が書かれていて、しかもそれが犯罪行為

というふうに限定されていることは、すごく大事だと思います。 

  何故かといいますと、独占禁止法の改正が検討されております。日本の独禁法はかなり

立派な法律ですけれども、カルテルとか談合が次々に起こっております。独禁法のカルテ

ル、談合に対する抑止力が相対的に弱いんだと思います。したがいまして、それを強化す

るために今、課徴金制度を強化するとか、あるいはリニエンシー制度を導入するとかいう

ことが検討されております。このリニエンシーというのはカルテル、談合に参加した企業

の方々が、その事実を告白することによって課徴金を減免しようと、こういう制度であり

ます。何故このような制度が入ってくるかといいますと、法律はあるけれども、犯罪行為

が絶えないからであって、私はこの独禁法だけではなくて、その他の法制度でもそういう

ことは随分あるんだろうと思います。現に牛肉の虚偽表示とかいろいろございました。し

たがいまして、この限定された、狭いとおっしゃっていますけれども、政令で範囲を定め

ることができると思いますので、公益通報者保護制度をまずつくることが重要だという認

識がまず第１点であります。 

  第２点目は先ほどどなたかが安心して通報できる、とおっしゃいましたけれども、私は

もう少し慎重に考えるべきであって、乱用ということもあり得るだろうと思います。事業

に参加している人たちがすべて満足しているかというとそうではなくて、不平・不満があ

ったり、恨みつらみがあったりということは十分あり得ることであって、現に乱用されて

いる事実はあるだろうと思います。したがって、安心して通報できるということと、乱用

をいかに防ぐかというトレードオフの中で考えていかなければならないわけであって、そ

ういう意味では、まず制度を発足させて、いろんな事実を検証しながらいくということが

大事かなと思います。 

  理想的に言えば、もう少し広げた方がいいのかもしれませんけれども、私が最も重視し

たいのは制度の安定性です。いずれにしても、この制度が発足することによって公正な社

会を形成する一歩を踏み出すことがあり得るし、また企業のコンプライアンス体制を強化

することもあり得るだろうし、また新しく行政の役割が出てまいりますけれども、官と民
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との関係を考え直す非常にいいきっかけになるのではないかというふうに思います。ただ、

これですべていいというのではなくて、制度をスタートさせた後、例えば３年後に検証す

るとかというような措置をとることが必要かなというふうに思います。 

○落合部会長  島田委員、どうぞ。 

○島田委員  今までに御発言のなかった部分について触れさせていただきたいと思います。 

  私も企業の社員として長く身を置くものとして、経験上、先ほど大村委員からお話があ

ったことに賛同いたします。その他、今までのご発言になかった部分とは、27 ページの（１）

「事業者による是正措置等の通知の努力義務」の内容ですが、この文面を読んでいてちょ

っと心配になったことがございます。私は法律の専門ではございませんので御容赦いただ

きたいと思いますが、この部分を読みますと、あたかも、犯罪があったのかどうかという

捜査権限が会社に与えられているような印象を受けます。このことは、別の人権を侵害す

る恐れがあると思われます。例えば、犯罪行為があったと内部通報によって訴えられた従

業員に対して、どこまで個人のプライバシーに踏み込んだ捜査を会社がすることになるの

か、ということです。もし、内部通報によって訴えられた従業員にとって、真実相当性が

ない場合や、そう信ずる場合、会社が行う調査によって訴えられた従業員のプライバシー

が必要以上に侵されるなど、人権が侵害される恐れも十分考えられます。その従業員は、

誰か名前も分からない内部通報者に対して反論もできないわけですから、その場合には会

社を訴えることになるのでしょうか。 

そもそも、この法律の前提は、個人の人権を尊重するというところに重きがおかれるべ

きではなかったのか、と思うのですが。日本の会社は、社会通念を踏まえて、日常的に従

業員個人のプライバシーを守り適度な距離感をはかりつつ、良い関係を保っていこうと努

力していると思います。むしろその方が、質の高い社員を会社に擁することができ、事業

もうまくいくと考えるのが通常です。それができにくいところを、コンプライアンスで努

力する、というところではないでしょうか。 

一部の方々のお話を伺っていると、企業性悪説で成り立っているようにも感じられました。

それを前提にして、法律をむやみに細かく規定することにより、別の人権を侵害すること

になりかねない問題を抱えていると思う次第です。以上でございます。○落合部会長  品

川委員、どうぞ。 

○品川委員  ３点ほど述べさせていただきたいと思います。１つはこの制度の乱用という

問題が御意見として出されていますけれども、この制度が企業のコンプライアンス経営を

促進する役割を果たせるものとして確立されていく必要があるだろうと思います。私ども

生活協同組合自身もコンプライアンス経営ですとかヘルプラインというものを内部にどう

設置するかというふうな試行をしながら検討もしています。例えば内部通報の仕組みとし

てのヘルプラインみたいなものをつくると、御意見もありましたように、例えば人事上の

不満とかそういうことが多数そこには寄せられる関係にはなるわけです。 

  ただ、そういうヘルプラインというような仕組みを企業内部できちんと生かしたものに
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しようとすると、ヘルプラインに通報されたさまざまな意見なり指摘なりについては事業

者側としてはやはり一つ一つ誠実にそれに対応するということをしないと、ヘルプライン

そのものが従業員からの信頼を得られないという関係になるわけです。そういう意味では、

例えば人事上の不満というふうなものが通報されるとしても、そういうものでも受け付け

られる体制をとることが必要で、それに対して事業者側がきちんと誠実に対応する。そう

いうことが日常的に行われている中で、犯罪行為等にもかかわるような指摘もそこの場で

受付けられるようになり、自ら律し正していくことが内部の仕組みとしてはできてくると

いうことでありまして、そんな意味では事業者が 27 ページにあるような責務・義務という

ことを法律上にもバックアップするものとして確定することが、必要なのではなかろうか。 

  運用の当初、例えば外部への通報などもいろいろ乱用的に増えるというようなことも多

分にあり得ると思います。例えて言いますと、この２、３年のいわゆる商品の虚偽表示み

たいなことがマスコミでもたくさん出てきますと、通常以上に商品クレームが多数寄せら

れるような現象が起こるわけです。それ自体がある意味でやむを得ないものとして許容し、

制度の運用に慣れていく中で落ち着いていく。そういう関係のものではないかと思ってお

りまして、乱用問題についてはそんなふうに思うということが１つでございます。 

  それから２つ目には、出されている案との関係で、やはり 19 ページの外部通報のイロハ

ニホという５つの要件はかなりハードルが高いものだと読まざるを得ないと思います。例

えば 24 ページにはイギリスの法律の規定ぶりが紹介されておりますけれども、これは、む

しろ拠証責任が事業者側に転嫁されるというようなことにもなり得るような読み方もでき

るような気もいたします。そんな意味では 19 ページの案、「不利益の取扱いを受けると信

じるに足りる相当の理由がある場合」という、その理由を通報者が拠証するというのは大

変困難があって、その拠証責任のところに修正を加えるというふうな検討がもう一つ必要

だと思います。 

  それから最後ですけれども、これは最初の説明にもありましたが、この法律が制定され

るとしても、解雇権乱用等の一般法理は適用されるということをおっしゃっていて、法文

化されるかどうかも検討というふうな言い方をされたかと思いますけれども、そのことを

はっきりさせるという意味では是非そのことも法律に明文化するということが必要ではな

かろうかというふうに思っております。以上です。 

○落合部会長  松本委員、どうぞ。 

○松本委員  ２点御質問したいと思います。１つは 19 ページの、特にBとかCの要件とし

ての「犯罪行為等の事実が生じ、または生ずるおそれがあると信ずるに足りる相当の理由」

という、特に「おそれがあると信ずるに足りる相当の理由」の部分です。前半の「犯罪行

為等の事実が生じ」というのは過去の話であろうし、「おそれ」というのはこれから生ず

るという趣旨というのは少なくとも読めるんですが、もう一つ、素人から見て構成要件に

該当するのかどうかについてのいわば法的判断の誤りとかの部分ですね。「私は、これは

違法だ、違反だ」と思うけれども、監督官庁である行政庁はそうは思わないかもしれない
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という部分はかなりあるのではないかと。 

  特に直罰ではなくて間接的な２段階ぐらい先の刑罰ということになりますと、行政庁の

裁量の幅によっては最初の処分すら出ないという可能性もあるわけですから、その辺につ

いて、「おそれ」ということで、ある程度素人から見てこれはおかしいのではないかとい

うのも入るのか、それとも法律の錯誤はこれを許さずという言葉もありますけれども、そ

こまで厳密に考えて、ここでの「おそれ」というのは、これから今すぐ犯罪行為が行われ

そうだというふうな限定した意味でお使いなのかということをお聞きしたいのが第１点。 

  もう一つは、最近労働組合のリーダーの方々とこの問題の話をしたときに、労働組合と

いうのは内部なんですか、外部なんですかと、労働組合の位置付けについて聞かれました。

特に企業内組合の場合は内部という感じもするんですが、内部とは、いわば企業のトップ

の指揮監督下にあるラインのどこかということでしょうから、内部でもないのではないか

と私はお答えしたんです。 

  ただ、企業が外部の弁護士事務所等を指定して、そこが通報の受け皿になるというのも

内部通報として入っていますから、そうしますと、組合が企業から指定されてそういう内

部通報の受け皿の窓口になるということも、この法律は想定されているのかどうかという、

つまり組合の位置付けはどうなんですかということについてが、２つ目の質問であります。

以上です。 

○落合部会長  では、事務局、お願いします。 

○幸田課長  まず１点目の事実が生じ、または生じる恐れという場合のおそれは、今、先

生が御指摘されたとおり、例えば明日廃棄物の不法投棄が行われるのを明日にならないと

通報できないのはおかしいという意味での、いわば時間軸と申しますか、そういう考え方

でございます。 

  それから、素人から見て法的判断の誤りがあるような場合ということでございます。今

後、御指摘も踏まえて検討していきたいとは思いますけれども、基本的には今の考え方は

「信ずるに足りるその相当の理由がある」、つまり通報者が法令違反であるというふうに

信じたことについて過失がなければ、そこは保護をしていくという考え方に立つべきなの

であろうというふうに考えております。 

  それから、２点目は労働組合の位置付けの問題でございます。これは、ここで言ってお

ります事業者内部の通報先、これはイギリスもそうでございますが、基本的には使用者と

申しますか、その問題についての権限を有する上司あるいはヘルプラインとかということ

になってくると思います。ただ、イギリスの場合も同様でございまして、企業横断的な労

働組合も含めて、事業者があらかじめ指定すれば労働組合も内部通報先として取扱われま

す。そういう意味で指定されなければ外部通報先というふうな扱いになっていくというふ

うに理解をしております。 

○落合部会長  ほかに御意見。山本委員、どうぞ。 

○山本委員  総論といたしましては、さまざまな御意見を伺って、それぞれ制度設計とし
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てはいろいろ選択肢はあり得ると思いますけれども、相当意見が分かれている中でファー

ストステップとしてこのような区切りで法律を制定するということに賛成したいというふ

うに思います。 

  個別的な意見として、なお可能であれば検討していただきたいと思いますのは、９ペー

ジで別表方式がとられております。相当網羅的に挙げるのかということにもかかわります

けれども、何とはなしに我々が国生審の報告で検討の必要性があると指摘した指定商品制

を彷彿させるようなスタイルになっておりまして、仮に網羅的に現時点において挙げたと

いたしましても非常に時代の動きが激しい中で、法令の改廃というのも相当頻繁に起こる

ということを考えた場合に、もしかしたら別表を外すというのも、一案ではないか。つま

り、国民の生命、身体、財産、その他の利益の保護にかかわる法令に規定する罪の犯罪行

為と単に規定するのはだめなのかということですね。 

  実際にこの別表方式にしますと、新しい法律をつくった場合どうするのでしょうか。政

省令でこれを手当てするのか、その追加指定の場合に審議会の議に付すことになるのか。

そのイメージをちょっと伺いたいということが第１点であります。 

  それから第２点としまして、先ほど来指摘されております労働法制における一般法理と

の関係は、是非きちんと整理して、可能な部分においては条文で明記すべきだろうという

ふうに思っています。特に、この法律で定められる公益通報の範囲内においても、例えば

通報先を誤ったというような場合、それはもう保護されないのかというと、そうではなく

て、やはり一般法理が更にかぶるということを、条文上で明記すべきだろう。この本法に

おいて明記すべきだろうというふうに考えます。 

  それから、本法においてそもそもカバーされない、犯罪行為に当たらない、あるいは犯

罪行為の前段階における指示の処分につながるような違反にも当たらない、しかし国民の

生命に非常に影響があるということで通報したという場合、それは労働法制の一般法理で

カバーされるわけですが、その点の周知徹底に努めるとともに、解説できちんと明記する

ということをお願いしたいというふうに思います。 

  それから、大村委員以下御指摘があった因果関係の問題です。法令は立派な目的がある

わけですが、常に副作用というのは伴う。その目的をなるべく実現されるようにし、なお

かつ副作用は防いでいかなければいけないというのは法律をつくる場合の基本でありまし

て、したがって、解雇の恐れを感じた労働者が違反行為を通報して公益通報をしたから自

分は不当処分を受けたと主張して争うというケースはアメリカのみならず我が国でも非常

に予想されるところでありますから、アメリカでは法令で対応している部分もあるかと思

いますけれども、我が国においてはガイドラインであるとか解説等で、なるべくプレディ

クタビリティを担保できるような対応を検討していただきたいというふうに思います。以

上です。 

○落合部会長  今の御意見について事務局の方から。 

○幸田課長  御指摘の中で１点目の別表のイメージの点についてだけ御説明申し上げます。
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ここに関しましては、15 ページになりますけれども、別表に幾つかとりあえず代表的な法

令を書かせていただいております。ここにつきましては、仮に別表という形だとしても全

て法律で書くのか、あるいは政令に委ねるのかというようなことも、考え方がいろいろあ

り得ると思います。あるいは御指摘されましたように、そもそもできるだけ具体的な法令

名は掲げないでという考え方もあろうと思います。 

  政府の中の検討としては、できるだけ何らかの形で、法令ごとにどの法令が対象になる

のかわかるような形にした方がいいのではないかという考え方を現時点では持っておりま

す。仮にそうした場合でも、政令がいいのか、法律がいいのかについてさまざまな意見が

政府の中でもございます。それから、各党においても、政令で定めるとなりますと行政機

関が定めていくということになるのに対し、法律で定めるということになれば立法府が定

めるということになるということで、どちらが定めるべきなのかというような議論がある

と思います。さまざまな意見がございますので、各方面の意見を聞きながら検討していき

たいというふうに考えているということでございます。 

○落合部会長  そろそろ時間も過ぎましたので、議論はいろいろまだあると思いますが、

まだ御発言いただいていない委員の中で特に。渡邉委員、お願いします。 

○渡邉委員  時間がありませんので、長くはあれですけれども、全体としては、私は今回

のとりまとめについては賛成の方向です。部分的に不十分な点があろうかとも思うんです

けれども、前段の検討委員会等で議論してきた経過からすると、事務局的にも、退職者で

あるとか取引業者であるとか、かなり範囲も含めて踏み込んで書き込んでいただいている

部分もあろうかなという評価もしているところでありますので、実際上の運用をこれから

していく中ではいろいろと問題点もあろうかと思いますので、御意見にありましたように、

一定の期間の中でまた見直すということで、とりあえずは大きなニーズなりという意味で

は立ち上げてスタートさせるべきだろうと。その上での発言なんですけれども、いわゆる

外部の機関として公正に判断できるような第三者機関的なものがあればより安心して通報

先として受けられる。こんな条件が整うのではないかというふうに思います。 

○落合部会長  ちょっと議論を再開しますと、ちょっと時間も過ぎましたので、御意見の

ある方は是非事務局の方に書面でも出していただきたいと思います。といいますのは、も

のすごく論点が多くて、基本的な部分についてだけ、今はそれぞれ御発言をお願いしたも

ので、これ以上更に進めての議論につきましては、12 時までということで、もう既に５分

過ぎておりますし。 

○原委員  公表についてだけ全く論点に上がっていないので。 

○落合部会長  その点は、後で事務局の方で言ってもらうことにしますから、これを今後

どうするかという話ですね。 

○原委員  いえ、そうではなくて、実際にこの案件で事業者とか行政に言った場合に、そ

れぞれ措置の結果が出ますね。措置するとかしないとか、そのことについて外部へ出すと

言うか、公表することについて全く触れられていない。 
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○落合部会長  その点は私も原委員の質問に関連して指摘したところなんです。それはも

う事務局は答えています。 

○原委員  行政のところだけでした。事業者のところは触れられてなかったので。 

○落合部会長  では、事業者のところ、ありますか。 

○原委員  意味わかりましたか。 

○幸田課長  この法律で、事業者に、例えば講じた措置について是正措置を公開しなけれ

ばいけないとか、そういう規制をかけていくとしてはどうかという御趣旨でございますか。 

○原委員  そうではなくて、通報した人が外部にしゃべることですね。話をするというこ

とです。言ったけれども措置されなかったということは言ってもいいんですね、というこ

とです。 

○落合部会長  それも恐らく今後の制度のつくり方によってまたいろいろ見方も出てきま

すでしょうから、皆さんお忙しい委員の中で時間を超えると非常に迷惑を受けるという方

もありますので、時間内に極力おさめたいと思ったんですけれども、私の不手際で５分以

上経過しましたので、恐縮ですが、御意見ある方は事務局の方にお出しいただくというこ

とにさせていただきたいと思います。 

  公益通報者保護制度につきましては、５月の当部会の最終報告というものが基本的な方

針として示されていて、それに沿う形で内閣府において法案の作成作業を行ってきたとい

うことですが、本日、この消費者政策部会でさまざまな意見をいただきましたので、それ

らの意見を踏まえつつ、またパブリックコメントというものに寄せられるこの委員会以外

のメンバーの方々、あるいは国民の方々の意見というのも十分に踏まえつつ法案のとりま

とめをしていっていただきたいというふうに思います。 

  最後に事務局から連絡はありますか。 

○中村課長  次回以降の日程につきましては、追って御連絡をさせていただきますので、

よろしくお願いいたします。 

○落合部会長  それでは、本日は本当に活発な御意見ありがとうございました。それでは

閉会にさせていただきます。 

 


